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事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間事業者等 

補助 

事業イメージ 
事業目的・概要 
 コージェネレーションは発電時に生ずる排熱を有効に活用することで、
高い総合エネルギー効率を実現することが可能であり、産業分野・
業務分野における１次エネルギーの削減に寄与します。 
 

長期エネルギー需給見通し（平成27年7月）においては、コー
ジェネレーションによる電力供給が平成42年（2030年）に現状
の2倍以上となる1,190億kWhに達すると見込まれています。 
 

 コージェネレーションの更なる普及拡大のため、市場競争力のある
高効率コージェネレーション機器の導入に対する支援を行います。ま
た、コージェネレーションを活用し効果的なエネルギー利用を図るエ
ネルギーサービス事業について重点的な支援を行います。 

成果目標 
上記の支援を通じてコージェネレーションの普及拡大を加速すること
により、平成42年（2030年）にコージェネレーションによる電力供
給量1,190億kWhを実現します。 

民間団体等 

補助（1/3,1/4） 

コージェネレーションの意義 

天然ガス 
、石油等 

電気４５～２０％ 
  熱３０～６０％ 

総合効率 ７０～８０％ 

利用困難な廃熱 ２０～２５％ 

100の 
エネルギー 

ガス製造所 
・製油所等 

需要地 
（工場・ビル等） 

コジェネ 

 回収した排熱を有効に活用するこ
とで、高い総合エネルギー効率の
実現が可能。 

 
 また、需要地に近い場所で発電を
行うため、送電によるロスも少ない。 

コージェネレーションの導入形態 

面的融通 

コージェネレーションのみ 
補助率１／４ 

コージェネ 
レーション 

ガス 蒸気 
冷温水 電力 

敷地の提供 
サービス料 

コージェネレーション 

エネルギー利用者 
（設置場所） 

系統電力 

都市ガス 

エネルギーサービス事業者 

設置 

余剰電力 
の活用 

コージェネレーション＋エネルギーサービス 
補助率１／３ 

エネルギーサービスの例 
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